
 

所蔵資料の利用 

資料の種類 取り扱い 

原告のプライバシーに関するもの 

陳述書 

診断書 

住民票・戸籍謄本・除籍簿等 

証拠書類で原告の診断内容等が記載されてい

るもの 

① 

水俣病認定審査会の行政処分文書 

② 熊本県及び鹿児島県の患者の①に準ずる資料 

１ 裁判資料 

③ ①及び②以外の資料 

原則非公開 

① 絶版で購入不可能なもの 

② 著者・撮影者等のサイン及びメッセージ等の記

載のあるもの 

２ 書籍 

③ ①及び②以外のもの 

公開 

３ 新聞 公開 

① 社史・団体機関誌等 

② 原告等の所属する団体が発行したもの 

③ 写真家の組写真等、市販物以外のもの 

４ 団体機関誌・書籍以

外の写真等 

④ 寄贈者及び関係者が撮影したもの 

公開 

① 第一次訴訟法廷記録（録音テープ） 非公開 

② 原告・弁護団会議等の録音テープ 非公開 

５ 録音テープ・録画フ

ィルム等 

③ 「公害とたたかう」映像フィルム 公開 

注１：「公開」資料は、全て当館にて閲覧のみの取り扱いです。閲覧をご希望の際は、当館職員に

お問い合わせください。 

２：「原則非公開」資料については、個別に当館職員にご相談ください。 

 

 

お問い合わせ先 

新潟県立環境と人間のふれあい館- 新潟水俣病資料館 - 

〒950-3324 

新潟市北区前新田字新々囲乙 364－7 

TEL：025-387-1450 FAX: 025-387-1451 

E-mail: fureai@abeam.ocn.ne.jp 


